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●緩和ケア
　「緩和ケア」という言葉に、どのようなイメージを持っていま
すか？「がん治療ができなくなった方への医療」「がんの終末
期に受けるもの」と思っている方が多いようです。
　がんは、日本人の死因で最も多い病気です。現在、3人に1
人はがんで亡くなっています。このように身近な病気になった
がんは、誰でもかかる可能性があります。医療の技術進歩によ
り外科手術、化学・免疫療法、放射線治療などさまざまな方
法により余命を長期に延長、病気を克服する時代になりました。
　しかし、これまでは『がんを消滅させる』ことが中心の医療
でありましたが、最近は『患者さんのつらさ』に焦点をあてる
医療に変化しています。患者さんは、がん自体の症状のほか
に、痛み、倦怠感などのさまざまな身体的な症状や、落ち込み、
悲しみなどの精神的な苦痛を経験します。また、病気による仕
事上・経済状態の苦痛（社会的苦痛）や、死の恐怖、人生の
意味を見失うスピリチュアルペイン（死生観に対する悩み）が
出現するため、全人的苦痛（トータルペイン）と言われています。
　「緩和ケア」は、がんと診断された初期から行う、身体的・
精神的な苦痛をやわらげるためのケアです。患者さんと家族

が自分らしく過ごせるように支えるには医師だけでは対応でき
ません。病院では医師（身体科・精神科）、看護師以外にも薬
剤師、栄養士、社会福祉士、リハビリ療法士などの専門職がチー
ムを作り、苦痛を取り除き希望をかなえるようにお手伝いをし
ます。また、在宅での療養を希望する患者さんには積極的に
訪問看護ステーション、ケアマネジャー、ヘルパーと連携を行
い住み慣れた地域での療養ができるようにお手伝いをします。
●医療用麻薬
　日本での麻薬による

とうつう

痛コントロールの歴史は浅く、1988年
モルヒネ徐放剤（長時間作用）が発売されましたが、消費量
は増えず、他の先進国との格差が顕著となりました。その理由
として社会全体での麻薬への誤解、恐れ、拒否感が強く、また、
医療者の薬剤に対する教育も充分ではなかったためです。
　2001年以降、本邦では新規麻薬は30 種類以上発売されて
います。その剤形も注射、内服、貼付剤、坐薬、舌下錠と患
者さんの状態に合わせて使用することが可能となりました。ま
た、医療者も厚生省・日本緩和医療学会が中心となり「緩和ケ
ア」に対する再教育が行われており『いつでもどこでもだれで
も』安心して治療を受けられる体制が構築されました。

第17回「緩和ケアと医療用麻薬」 黒須病院　副院長　民上英俊（さくら市）

 塩⾕郡市医師会リレーコラム 塩⾕郡市医師会リレーコラム
  シリーズ「がんを知る」シリーズ「がんを知る」

●ご意⾒やご質問、取り上げてほしい病気などありましたら
 塩⾕郡市医師会までお便りをお寄せください。
問い合わせ／〒329-1312 さくら市桜野1319-3
      さくら市⽒家保健センター内 塩⾕郡市医師会

  マイナンバー制度  マイナンバー制度  1 ⽉から1 ⽉から
  マイナンバー利⽤開始！マイナンバー利⽤開始！

問い合わせ／マイナンバーコールセンター
      ☎０１２０（９５）０１７８

 国⺠年⾦  国⺠年⾦ 
  20歳になったら国⺠年⾦20歳になったら国⺠年⾦

問い合わせ／⼤⽥原年⾦事務所 ☎（２２）６３１１
      ⽮板市市⺠課    ☎（４３）１１１７
                （４３）５９６２

　国民年金は、年をとったときやいざという時の生活を現役
世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
国民年金のポイント
●将来の大きな支えになります
　国民年金は20 ～ 60 歳までの方が加入し、保険料を納め
る制度です。国が責任をもって運営するため、安定しており、
年金の給付は生涯にわたって保障されます。
●老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年
金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が
残ったときに受け取ることができます。また、遺族年金は、加
入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されてい
た遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取ることができます。

　マイナンバー（個人番号）は、国の行政機関や地方公
共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、
法令等で定められた手続きにのみ利用されます。
　マイナンバーを利用する手続きでは、法律により厳格な
本人確認が義務付けられています。1月以降の税・社会保
障にかかる手続きの際は、「本人確認」と「マイナンバー
の確認」を行いますので、それぞれが確認できる書類をご
持参ください。
【本人確認を行う手続き例】
　児童手当の現況届、児童扶養手当の認定請求、国民健
康保険の高額療養費の支給申請、介護保険関係手続き（要
介護認定・要支援認定等）、自立支援医療費の申請、身体
障害者手帳の再交付申請　など
※税の申告は、平成 28 年分以降の所得にかかる申告書か
　ら適用されます。

【本人確認時の書類について】

●マイナンバー利用についてのご質問は、総合政策課  ☎（４３）1112まで

本人確認 マイナンバーの確認

＋

顔写真のある
公的証明書類1点

（運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など）
通知カード

（または、マイナンバーが
記載された住民票）

上記以外の
公的証明書類 2 点

（健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、
児童扶養手当証書、預金通帳など）

個人番号カード
※個人番号カードなら、1枚で両方の確認ができます。

または

　１月から、申請をした方に順次、個人番号カードの交付
が始まりました。
　個人番号カードは、プラスチック製の ICチップ付きカー
ドで、公的な身分証明書として利用できるほか、電子証明
書を利用したさまざまなサービスにもご利用いただくこと
ができます。
　個人番号カードの交付申請は、「通知カード」に同封さ
れていた申請書のほか、パソコンやスマートフォンでも行
うことができます。ぜひ、取得をご検討ください。

【通知カードと個人番号カードの違い】

※1  通知カード、個人番号カードともに再交付は有料です。
※2  電子証明書は、電子申告等に使うことができます。
●個人番号カード交付についてのご質問は、市民課  ☎（４３）１１１７まで

通知カード 個人番号カード

表面イメージ

交付の申請
手続き

×
（なし）

※2015年11～12月に郵送済み

○
（あり）

※申請書利用、またはスマホ・PCから

交付手数料 ×
（無料）

×
（無料）

マイナンバーの
証明書として

○
（利用できる）

○
（利用できる）

身分証明書
として

×
（利用できない）

○
（利用できる）

電子証明書 ×
（利用できない）

○
（利用できる）

●個人番号カードの交付を開始します

●1月から、マイナンバーの利用を開始します

Q1．国民年金の加入手続きは、いつ、どこで ?
A1．20 歳になったら、お住まいの市役所の国民年金担当窓口
　　で手続きをしてください。郵送でも手続きは可能です。

Q3．保険料を安くする方法はあるの?
A3．あります !前納制度や口座振替をご利用ください。
　　これらをセットにすることで、さらに割引になります。

Q2．毎月の保険料はいくら?
A2．月額15,590円（27 年度）です。

Q4．毎月15,590円は払えない。どうすればいいの?
A4．国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、
　　保険料の納付が猶予または免除される制度が あります。
　　市役所の国民年金担当窓口や年金事務所へご相談ください。

よくあるご質問を紹介します！
Q1．個人番号カードは全員申請しないといけないのですか？
A1．カードの取得は任意です。

Q2．個人番号カードに有効期間はありますか？
A2．20 歳以上の方は10 年、
　　20 歳未満の方は5年です。

Q3．個人番号カードの記載事項に変更が
　　あった場合はどうすればよいですか？
A3．カードの記載内容を変更しますので、
　　住所地の市町村に届け出てください。

○ ○


